
○大府市保全地区等助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大府市緑の保全及び緑化の推進に関する条例（平成２３年大府市条

例第２号。以下「条例」という。）第１７条の規定に基づき、人と自然との豊かなふれ

あいが生まれる良好な生活環境の形成を図るため、保全地区等の所有者等に対し、予算

の範囲内において交付する大府市保全地区等助成金（以下「助成金」という。）に関し、

大府市補助金等交付規則（昭和４６年大府市規則第７号。以下「規則」という。）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象者） 

第２条 助成金の交付の対象となる者は、条例第１０条第１項の規定により指定された保

全地区等を所有する者又は管理する者（以下「所有者等」という。）とする。 

 （対象活動） 

第３条 助成金の交付の対象となる活動（以下「対象活動」という。）は、保全地区等の保

存又は管理に関する活動とする。 

（対象経費） 

第４条 助成金の交付の対象となる経費は、対象活動に要する経費のうち、市長が認める

ものとする。 

（交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、保全地区等助成

金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付の決定等） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、速やかに、その内容を審査し、そ

の適否を決定し、保全地区等助成金交付・不交付決定通知書（第２号様式）により、申

請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による交付の決定において、特に必要があると認めるときは、当

該決定に必要な条件を付すことができる。 

（交付の請求） 

第７条 前条第１項の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「受給者」という。）

は、請求書を市長に提出しなければならない。 

 （助成金の交付） 

第８条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに、助成金を交付するものとす

る。 

２ 助成金は、規則第１１条第１項の規定に基づき、その全部を前渡しする。 

 （助成金の返還） 

第９条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した助成金の

全部又は一部を返還させることができる。 

 ⑴ 条例第１３条の規定により保全地区等の指定の解除がされたとき。 

⑵ 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるとき。 



⑶ 第６条第２項の条件に違反したと認められるとき。 

 （保全地区等の変更） 

第１０条 所有者等は、助成金の交付に係る保全地区等について、次の各号のいずれかに

該当するときは、保全地区等指定変更・廃止届出書（第３号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

⑴ 樹木を伐採する必要が生じたとき。 

⑵ 所有権を他人に譲渡しようとするとき。 

⑶ 樹勢の減退、枯死、倒伏等により、形状が著しく損われたとき。 

⑷ 災害その他の原因により、現状の維持又は保全をすることが困難と認められる被害

が発生したとき。 

⑸ 所在地の分筆等により、地番が変更されたとき。 

⑹ 条例第１０条第１項による指定が廃止されたとき。 

⑺ その他市長が必要と認めたとき。 

（実績報告） 

第１１条 受給者は、対象活動が完了した日から起算して３０日以内に、保全地区等助成

金実績報告書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 




